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(57)【要約】
【課題】各電池モジュールに含まれる監視部を共通化で
きる電池システムを提供すること。
【解決手段】複数の電池モジュールＭ１～Ｍ３を備える
電池システム１００であって、各電池モジュールは、複
数の電池セル２４の直列接続体を有する組電池２２と、
組電池を監視する監視部３０と、監視部に電気的に接続
された外部部材ＴＨＡ１～ＴＨＡ３と、を備え、監視部
３０は、外部部材から入力される電気信号に基づいて、
電池モジュール毎に異なる識別情報を生成する生成部を
有する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池モジュール（Ｍ１～Ｍ３）を備える電池システム（１００）であって、
　各前記電池モジュールは、
　複数の電池セル（２４）の直列接続体を有する組電池（２２）と、
　前記組電池を監視する監視部（３０）と、
　前記監視部に電気的に接続された外部部材（ＴＨＡ１～ＴＨＡ３，ＴＨＢ１，２６）と
、を備え、
　前記監視部は、前記外部部材から入力される電気信号に基づいて、前記電池モジュール
毎に異なる識別情報（ＩＤ）を生成する生成部を有する電池システム。
【請求項２】
　前記監視部は、複数の端子（ＣＨ１～ＣＨ４）を有して構成され、前記外部部材から延
びる電気配線（３６）が接続されるコネクタ（３４）を備え、
　前記電気配線は、前記コネクタに対して、前記複数の端子のうち少なくともいずれか１
つを空き端子とし、且つ前記空き端子が前記電池モジュール毎に異なるように接続されて
おり、
　前記生成部は、前記複数の端子にそれぞれ入力される信号に基づいて、前記識別情報を
生成する請求項１に記載の電池システム。
【請求項３】
　前記外部部材は、前記組電池の温度に応じた電圧信号を出力する温度センサ（ＴＨＡ１
～ＴＨＡ３）であり、
　前記監視部は、前記温度センサの電圧信号を所定電圧範囲（ＨＶ）で入力処理する一方
、前記空き端子の電圧を、前記所定電圧範囲外の電圧とする入力処理部を有する請求項２
に記載の電池システム。
【請求項４】
　前記監視部は、複数の端子（ＣＨ１～ＣＨ４）を有して構成され、前記外部部材からの
延びる電気配線（３６）が接続されるコネクタ（３４）を備え、
　前記外部部材は、前記組電池の温度に応じた電圧信号を出力する温度センサ（ＴＨＡ１
～ＴＨＡ３，ＴＨＢ１）であり、
　前記温度センサは、前記複数の端子のそれぞれに接続されるセンサとして、温度に対す
る電圧レベルが異なる第１センサ（ＴＨＡ１～ＴＨＡ３）及び第２センサ（ＴＨＢ１）を
含み、前記複数の端子に対する前記第１センサ及び前記第２センサの接続パターンが前記
電池モジュール毎に異なるように接続されており、
　前記生成部は、前記複数の端子にそれぞれ入力される信号に基づいて、前記識別情報を
生成する請求項１に記載の電池システム。
【請求項５】
　前記第１センサ及び前記第２センサは、温度に対する出力増減の特性が同じである請求
項４に記載の電池システム。
【請求項６】
　前記電池システムは、各前記電池モジュールの前記監視部と通信可能な制御部（１０）
を備え、
　前記制御部は、
　前記電池モジュールと前記識別情報とが対応付けられたマップ（ＭＰ）が記憶される記
憶部（１４）と、
　各前記電池モジュールの前記監視部から前記識別情報を取得する識別情報取得部と、
　前記マップを用いて、前記識別情報取得部により取得された前記識別情報に基づいて、
前記識別情報が取得された前記電池モジュールを識別する識別部と、を備える請求項１か
ら請求項５までのいずれか一項に記載の電池システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば電動車両において、幅広い電動化に対応するため、複数の電池モジュール
を備える電池システムが知られている（例えば、特許文献１）。このような電池システム
では、各電池システムを制御する制御部は、電池モジュール毎に充電状態を監視したり、
故障診断を実施したりするため、電池モジュールを各々識別する必要がある。特許文献１
に記載の技術では、各電池モジュールにおいて、組電池を監視する監視部に予め固有の識
別情報が設定されており、制御部はこの識別情報を用いて各電池モジュールを識別する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５７１００１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、複数の電池モジュールを備える電池システムでは、コスト低減等のために各電
池モジュールに含まれる監視部の共通化が望まれる。しかし、上記形態では、各監視部に
設定される識別情報が互いに異なることから、各電池モジュールに含まれる監視部を共通
化できない問題が生じる。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、各電池モジュ
ールに含まれる監視部を共通化できる電池システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、複数の電池モジュールを備える電池システムであって、各前記電池モジュー
ルは、複数の電池セルの直列接続体を有する組電池と、前記組電池を監視する監視部と、
前記監視部に電気的に接続された外部部材と、を備え、前記監視部は、前記外部部材から
入力される電気信号に基づいて、前記電池モジュール毎に異なる識別情報を生成する生成
部を有する。
【０００７】
　電池モジュールは、監視部と、監視部に電気的に接続された外部部材と、を備えており
、監視部は、外部部材から入力される電気信号に基づいて、電池モジュール毎に異なる識
別情報を生成する。監視部は、外部部材から入力される電気信号に基づいて識別情報を生
成することができるため、内部に識別情報が設定される必要がない。この結果、電池シス
テムを構成する複数の電池モジュールにおいて、監視部を共通化することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る車両の電源システムの概略を示す構成図。
【図２】識別処理及び識別情報生成処理を示すフローチャート。
【図３】第１実施形態に係る電池モジュールと識別情報との関係を示す図。
【図４】温度データと範囲外データとの温度特性を示す図。
【図５】第２実施形態に係る車両の電源システムの概略を示す構成図。
【図６】第１温度データと第２温度データとの温度特性を示す図。
【図７】第２実施形態に係る電池モジュールと識別情報との関係を示す図。
【図８】第３実施形態に係る車両の電源システムの概略を示す構成図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（第１実施形態）
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　以下、本発明に係る電池システムを具体化した第１実施形態について、図面を参照しつ
つ説明する。本実施形態の電池システム１００は、車両に搭載されている。
【００１０】
　図１に示すように、電池システム１００は、３個の電池モジュールＭ１～Ｍ３と、制御
部１０と、を備える。各電池モジュールＭ１～Ｍ３は、セルモジュール２０と、監視部３
０と、を備える。
【００１１】
　セルモジュール２０は、複数の電池セル２４の直列接続体を有する組電池２２を備える
。組電池２２付近には、組電池２２の温度を検出する３個の温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ
３が設けられている。各温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３は、組電池２２の相互に異なる箇
所の温度を検出し、検出した温度に応じた電圧信号を出力する。なお、温度センサＴＨＡ
１～ＴＨＡ３としては、例えば、感温ダイオード、又はサーミスタを用いることができる
。本実施形態において、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３が「外部部材」に相当する。
【００１２】
　監視部３０は、組電池２２を監視する。監視部３０は、検出線３２を介して組電池２２
を構成する各電池セル２４の両電極に接続されており、各電池セル２４の電圧（端子間電
圧）を検出し、各電池セル２４に応じた電圧信号であるセル電圧データＶＤを取得する。
【００１３】
　監視部３０にはコネクタ３４が設けられている。コネクタ３４は、温度センサＴＨＡ１
～ＴＨＡ３に接続可能な４個の端子ＣＨ１～ＣＨ４を有している。コネクタ３４には、温
度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３から延びる電気配線３６が接続され、これにより監視部３０
と温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３とが電気的に接続される。監視部３０は、コネクタ３４
を介して温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３から入力される電圧信号に基づいて、温度データ
ＴＤＡ１～ＴＤＡ３を取得する。
【００１４】
　電気配線３６は、コネクタ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４に対して１対１接続される。本実
施形態では、コネクタ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４の個数が、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ
３の個数よりも１個多い。そのため、コネクタ３４では、端子ＣＨ１～ＣＨ４のうちいず
れか１つが、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３に接続されない空き端子となる。コネクタ３
４の端子ＣＨ１～ＣＨ４のうち、いずれの端子を空き端子とするかは、電池モジュールＭ
１～Ｍ３の製造時において作業者により、自由に設定することができる。
【００１５】
　監視部３０は、通信回路３８を備えており、取得したセル電圧データＶＤ及び温度デー
タＴＤＡ１～ＴＤＡ３を制御部１０に無線送信する。また、監視部３０は、通信回路３８
を介して制御部１０からの各種指令を無線受信する。
【００１６】
　次に、制御部１０について説明する。制御部１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等よりな
るマイクロコンピュータを主体として構成され、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラ
ムを実行することで各電池モジュールＭ１～Ｍ３を個別に制御する。
【００１７】
　制御部１０は、各電池モジュールＭ１～Ｍ３の監視部３０と通信可能に構成されている
。具体的には、制御部１０は、通信回路１２を備え、監視部３０が無線送信したセル電圧
データＶＤ及び温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３を無線受信する。制御部１０は、受信した
セル電圧データＶＤ及び温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３を用いて、組電池２２を制御する
。例えば、制御部１０は、受信したセル電圧データＶＤ及び温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ
３を用いて、組電池２２の充電状態（ＳＯＣ：State Of Charge）を演算する。そして、
組電池２２が過充電や過放電とならないようにするための指令を、通信回路１２を介して
監視部３０に無線送信する。
【００１８】
　ところで、電池システム１００では、電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に充電状態を監視し
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たり、故障診断を実施したりするため、制御部１０が電池モジュールＭ１～Ｍ３を各々識
別する必要がある。例えば、各電池モジュールＭ１～Ｍ３において、監視部３０に固有の
識別情報ＩＤが設定されている場合を検討する。なお、識別情報ＩＤを設定する形態とし
ては、監視部３０が有する記憶部に、識別情報ＩＤが記憶される形態を含む。この場合、
制御部１０は、監視部３０との無線通信により監視部３０に設定された識別情報ＩＤを取
得することで、各電池モジュールＭ１～Ｍ３を識別することができる。
【００１９】
　電池システム１００では、コスト低減等のために各電池モジュールＭ１～Ｍ３に含まれ
る監視部３０の共通化が望まれている。しかし、上記の場合、監視部３０には電池モジュ
ールＭ１～Ｍ３毎に異なる識別情報ＩＤが設定されているため、各電池モジュールＭ１～
Ｍ３において、監視部３０を共通化することができない問題が生じる。
【００２０】
　本実施形態の電池システム１００は、上記問題を解決するために、監視部３０は、温度
センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３から入力される電圧信号に基づいて、電池モジュールＭ１～Ｍ
３毎に異なる識別情報ＩＤを生成する。具体的には、電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に、温
度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３とコネクタ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４との接続パターンが異
なり、且つ温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３に接続されない空き端子が異なるように設定さ
れている。そのため、複数の端子ＣＨ１～ＣＨ４にそれぞれ入力される信号が、電池モジ
ュールＭ１～Ｍ３毎に異なる。
【００２１】
　監視部３０は、複数の端子ＣＨ１～ＣＨ４にそれぞれ入力される信号に基づいて、識別
情報ＩＤを生成する識別情報生成処理を実施する。監視部３０は、温度センサＴＨＡ１～
ＴＨＡ３から入力される電圧信号に基づいて識別情報ＩＤを生成することができるため、
内部に識別情報ＩＤが設定される必要がない。この結果、電池システム１００を構成する
複数の電池モジュールＭ１～Ｍ３において、監視部３０を共通化することができる。
【００２２】
　図２に本実施形態の識別処理及び識別情報生成処理のフローチャートを示す。識別処理
は、識別情報生成処理により生成された識別情報ＩＤを用いて各電池モジュールＭ１～Ｍ
３を識別する処理であり、制御部１０により実施される。図２（ａ）は、制御部１０によ
る識別処理を示すフローチャートであり、図２（ｂ）は、監視部３０による識別情報生成
処理を示すフローチャートである。制御部１０及び監視部３０は、車両の起動時に、つま
り車両のイグニッションスイッチをオン状態へ切り替える際に各処理を実施する。
【００２３】
　まず、監視部３０による識別情報生成処理について説明する。監視部３０は、識別情報
生成処理を開始すると、まずステップＳ３０において、制御部１０からデータ送信指令を
取得したかを判定する。
【００２４】
　ステップＳ３０で否定判定すると、ステップＳ３０を繰り返す。一方、ステップＳ３０
で肯定判定すると、ステップＳ３２において、セル電圧データＶＤを取得する。続くステ
ップＳ３４において、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３から入力される電圧信号に基づいて
、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３を取得するための入力処理を実施する。なお、本実施形
態において、ステップＳ３４の処理が「入力処理部」に相当する。
【００２５】
　ステップＳ３４では、監視部３０は、コネクタ３４の複数の端子ＣＨ１～ＣＨ４のうち
、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３に接続される端子に対して、温度センサＴＨＡ１～ＴＨ
Ａ３の電圧信号を所定電圧範囲ＨＶ（図４参照）で入力処理する。具体的には、監視部３
０は、組電池２２の温度に応じたアナログ信号である電圧信号を、所定電圧範囲ＨＶ内の
電圧値を示すデジタル信号である温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３に変換する。所定電圧範
囲ＨＶは、例えば０．５Ｖから４．５Ｖの電圧範囲である。
【００２６】
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　一方、コネクタ３４の複数の端子ＣＨ１～ＣＨ４のうち、空き端子には電圧信号が入力
さず、空き端子の電圧は、例えば接地電圧などの一定電圧に設定される。監視部３０は、
空き端子の電圧を、所定電圧範囲ＨＶ外の電圧とする。具体的には、監視部３０は、空き
端子の電圧として、所定電圧範囲ＨＶ外の電圧値を示すデジタル信号である範囲外データ
ＮＤを生成する。範囲外データＮＤの電圧値は、例えば０Ｖである。
【００２７】
　ステップＳ３６において、識別情報ＩＤを生成する。具体的には、ステップＳ３４で入
力処理されたデータを、コネクタ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４の順番に並べた識別情報ＩＤ
を生成する。そのため、識別情報ＩＤは、３個の温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と１個の
範囲外データＮＤにより構成される。本実施形態では、空き端子が電池モジュールＭ１～
Ｍ３毎に異なるように設定されており、電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に温度データＴＤＡ
１～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤの順番が異なる。そのため、電池モジュールＭ１～Ｍ３
毎に異なる識別情報ＩＤが生成される。なお、本実施形態において、ステップＳ３６の処
理が「生成部」に相当する。
【００２８】
　続くステップＳ３８において、セル電圧データＶＤ及び識別情報ＩＤを含むデータを制
御部１０に送信し、識別情報生成処理を終了する。
【００２９】
　次に、制御部１０による識別処理について説明する。制御部１０は、識別処理を開始す
ると、まずステップＳ１０において、各電池モジュールＭ１～Ｍ３の監視部３０にデータ
送信指令を送信する。続くステップＳ１２において、各電池モジュールＭ１～Ｍ３の監視
部３０からデータを取得したかを判定する。なお、本実施形態において、ステップＳ１２
の処理が「識別情報取得部」に相当する。
【００３０】
　ステップＳ１２で否定判定すると、ステップＳ１２を繰り返す。一方、ステップＳ１２
で肯定判定すると、ステップＳ１４において、ステップＳ１２でデータが取得された電池
モジュールＭ１～Ｍ３を識別する。なお、本実施形態において、ステップＳ１４の処理が
「識別部」に相当する。
【００３１】
　ステップＳ１４では、制御部１０は、制御部１０の記憶部１４（図１参照）に記憶され
たマップＭＰ（図３参照）を用いて、ステップＳ１２で取得されたデータに含まれる識別
情報ＩＤに基づいて、電池モジュールＭ１～Ｍ３を識別する。なお、記憶部１４は、例え
ば、ＲＯＭ、書き換え可能な不揮発性メモリ等によって構成されている。
【００３２】
　マップＭＰは、電池モジュールＭ１～Ｍ３と識別情報ＩＤとが対応付けられた対応情報
である。マップＭＰには、電池システム１００に含まれる全電池モジュールＭ１～Ｍ３に
対する識別情報ＩＤが、電池モジュールＭ１～Ｍ３に対応付けて記憶されている。本実施
形態では、マップＭＰに記憶される識別情報ＩＤは、電池システム１００に含まれる電池
モジュールＭ１～Ｍ３に対応する識別情報ＩＤに限られる。
【００３３】
　続くステップＳ１６において、全電池モジュールＭ１～Ｍ３の監視部３０からデータを
取得したかを判定する。ステップＳ１６で否定判定すると、ステップＳ１２に戻る。一方
、ステップＳ１６で肯定判定すると、ステップＳ１８において、全電池モジュールＭ１～
Ｍ３が識別されたかを判定する。
【００３４】
　ステップＳ１８で肯定判定すると、識別処理を終了する。一方、ステップＳ１８で否定
判定すると、つまり識別されていない非識別モジュールが存在する場合、ステップＳ２０
において、非識別モジュールの個数が１個であるかを判定する。なお、非識別モジュール
が存在する原因としては、監視部３０の不具合により、不正確な識別情報ＩＤが取得され
たこととともに、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３の不具合により、マップＭＰに記憶され
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た識別情報ＩＤと異なる識別情報ＩＤが取得されたことが含まれる。
【００３５】
　ステップＳ２０で否定判定すると、ステップＳ２２において、電池モジュールＭ１～Ｍ
３の識別異常の発生を通知し、識別処理を終了する。ここで、識別異常は、全電池モジュ
ールＭ１～Ｍ３を識別できない異常である。識別異常が発生した場合、制御部１０が各電
池モジュールＭ１～Ｍ３の組電池２２の電圧や温度を適切に取得できず、各電池モジュー
ルＭ１～Ｍ３を適切に制御することができない。そのため、識別異常が発生した場合には
、車両は正常に起動されない。なお、識別異常の発生の通知方法としては、警告音を発生
させる、又はカーナビゲーション装置のディスプレイに異常を表示させる等の方法がある
。
【００３６】
　一方、ステップＳ２０で肯定すると、ステップＳ２４において、消去法により非識別モ
ジュールを識別する。具体的には、非識別モジュールを、マップＭＰにおいて電池モジュ
ールＭ１～Ｍ３の識別に用いられていない識別情報ＩＤに対応付けられた電池モジュール
Ｍ１～Ｍ３として識別する。
【００３７】
　続くステップＳ２６において、交換要求の発生を通知し、識別処理を終了する。ここで
、交換要求は、非識別モジュールの交換を促す要求である。交換要求が発生した場合、非
識別モジュールが存在するものの、制御部１０は全電池モジュールＭ１～Ｍ３を識別する
ことができ、各電池モジュールＭ１～Ｍ３の組電池２２の電圧や温度を適切に取得できる
。そのため、交換要求が発生した場合には、車両は正常に起動される。交換要求の発生を
通知することで、ドライバに非識別モジュールの交換を促し、識別異常の発生を抑制する
ことができる。
【００３８】
　続いて、図３に、マップＭＰを示す。本実施形態では、図１に示すように、電池モジュ
ールＭ１では、温度センサＴＨＡ１がコネクタ３４の端子ＣＨ１に接続されており、温度
センサＴＨＡ２が端子ＣＨ２に接続されており、温度センサＴＨＡ３が端子ＣＨ３に接続
されている。そのため、図３に示すように、マップＭＰでは、温度データＴＤＡ１、温度
データＴＤＡ２、温度データＴＤＡ３、及び範囲外データＮＤがこの順に連続する情報が
、電池モジュールＭ１に対応する識別情報ＩＤとして記憶されている。
【００３９】
　同様に、電池モジュールＭ２では、温度センサＴＨＡ１がコネクタ３４の端子ＣＨ１に
接続されており、温度センサＴＨＡ２が端子ＣＨ２に接続されており、温度センサＴＨＡ
３が端子ＣＨ４に接続されている。そのため、マップＭＰでは、温度データＴＤＡ１、温
度データＴＤＡ２、範囲外データＮＤ、及び温度データＴＤＡ３がこの順に連続する情報
が、電池モジュールＭ２に対応する識別情報ＩＤとして記憶されている。
【００４０】
　また、電池モジュールＭ３では、温度センサＴＨＡ１がコネクタ３４の端子ＣＨ１に接
続されており、温度センサＴＨＡ２が端子ＣＨ３に接続されており、温度センサＴＨＡ３
が端子ＣＨ４に接続されている。そのため、マップＭＰでは、温度データＴＤＡ１、範囲
外データＮＤ、温度データＴＤＡ２、及び温度データＴＤＡ３がこの順に連続する情報が
、電池モジュールＭ３に対応する識別情報ＩＤとして記憶されている。
【００４１】
　そのため、例えば、制御部１０がある監視部３０からデータを取得した場合に、そのデ
ータに含まれる識別情報ＩＤが、温度データＴＤＡ１、温度データＴＤＡ２、温度データ
ＴＤＡ３、及び範囲外データＮＤがこの順に連続する情報であるとする。この場合、制御
部１０は、そのデータが取得された電池モジュールを電池モジュールＭ１と識別すること
ができる。
【００４２】
　具体的には、制御部１０は、取得した識別情報ＩＤを、電圧値を示す４個の電圧値デー
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タに分割し、各電圧値データが示す電圧値が所定電圧範囲ＨＶに含まれるものであるかを
判定する。制御部１０は、電圧値データが示す電圧値が所定電圧範囲ＨＶに含まれるもの
である場合、電圧値データは温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３であると判定する。また、電
圧値データが示す電圧値が所定電圧範囲ＨＶに含まれないものである場合、電圧値データ
は範囲外データＮＤであると判定する。電圧値データが温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３で
ある場合、組電池２２の温度によらず、電圧値データが示す電圧値が所定電圧範囲ＨＶに
含まれる。そのため、制御部１０は、組電池２２の温度によらず、電圧値データが温度デ
ータＴＤＡ１～ＴＤＡ３であるかを判定することができる。
【００４３】
　電池モジュールＭ１の識別後、識別情報ＩＤに含まれる温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３
は、組電池２２の温度を取得するために用いられる。つまり、本実施形態では、温度デー
タＴＤＡ１～ＴＤＡ３は、電池モジュールＭ１を識別するためのデータと、組電池２２の
温度を取得するためのデータと、を兼用する。そのため、組電池２２の温度を取得するた
めのデータとは別に、電池モジュールＭ１を識別するためのデータを生成する必要がない
。
【００４４】
　図４に、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤとの温度特性を示す。電池
モジュールＭ１～Ｍ３では、組電池２２が動作可能な温度域として所定温度範囲ＨＴが予
め定められている。監視部３０は、組電池２２の温度が所定温度範囲ＨＴ内の温度である
場合に、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３の電圧信号を所定電圧範囲ＨＶで入力処理し、所
定電圧範囲ＨＶ内の電圧値を示す温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３を生成する。具体的には
、所定温度範囲ＨＴにおける組電池２２の温度変化に対応して、所定電圧範囲ＨＶで電圧
が線形変化するように入力処理し、詳細には、温度の上昇に対応して電圧が下降する逆特
性の温度特性となるように入力処理する。
【００４５】
　所定温度範囲ＨＴは、外気温範囲ＨＧと高温範囲ＨＫとを含む。外気温範囲ＨＧは、外
気温に対応する温度範囲であり、一般に車両の起動はこの外気温範囲ＨＧにおいて実施さ
れる。また、高温範囲ＨＫは、外気温範囲ＨＧよりも高温側の温度範囲である。本実施形
態では、識別処理の入力処理において、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３の電圧信号が逆特
性の温度特性となるように入力処理されるため、所定電圧範囲ＨＶにおいて、外気温範囲
ＨＧに対応する電圧が高温範囲ＨＫに対応する電圧よりも高くなる。
【００４６】
　本実施形態では、この逆特性の温度特性に対応して、空き端子にて生じる所定電圧範囲
ＨＶ外の電圧を、所定電圧範囲ＨＶよりも低圧側の電圧とし、所定電圧範囲ＨＶよりも低
い電圧値を示す範囲外データＮＤを生成する。そのため、図４に示すように、外気温範囲
ＨＧにおいて、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤとの電圧値差を比較的
大きくすることができる。この結果、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤ
との判定が容易となり、識別情報ＩＤを適切に識別することができる。
【００４７】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
【００４８】
　・本実施形態では、各電池モジュールＭ１～Ｍ３は、監視部３０と、監視部３０に電気
的に接続される温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３と、を備えており、監視部３０は、温度セ
ンサＴＨＡ１～ＴＨＡ３から入力される電気信号に基づいて、電池モジュールＭ１～Ｍ３
毎に異なる識別情報ＩＤを生成する。監視部３０は、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３から
入力される電気信号に基づいて識別情報ＩＤを生成することができるため、内部に識別情
報ＩＤが設定される必要がない。この結果、電池システム１００を構成する複数の電池モ
ジュールＭ１～Ｍ３において、監視部３０を共通化することができる。
【００４９】
　・本実施形態では、コネクタ３４の空き端子が電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に異なるよ
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うに、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３とコネクタ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４とが接続され
る。コネクタ３４の複数の端子ＣＨ１～ＣＨ４のうち、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３に
接続される端子と空き端子とでは、入力される信号が異なる。そのため、空き端子が電池
モジュールＭ１～Ｍ３毎に異なるように接続されることで、コネクタ３４の端子ＣＨ１～
ＣＨ４にそれぞれ入力される信号を、電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に異ならせることがで
き、これらの信号に基づいて識別情報ＩＤを生成することができる。
【００５０】
　・本実施形態では、コネクタ３４の複数の端子ＣＨ１～ＣＨ４のうち、温度センサＴＨ
Ａ１～ＴＨＡ３に接続される端子に入力される電圧信号は、所定電圧範囲ＨＶで入力処理
され、空き端子の電圧は、所定電圧範囲ＨＶ外の電圧とされる。そのため、入力処理され
たデータから、空き端子を特定することができ、特定した空き端子に関する情報を識別情
報ＩＤとして用いて、各電池モジュールＭ１～Ｍ３を識別することができる。
【００５１】
　・識別情報ＩＤによる電池モジュールＭ１～Ｍ３の識別精度を向上させるために、識別
情報ＩＤ自体が適切に識別されることが望まれる。識別情報ＩＤは、温度データＴＤＡ１
～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤとにより構成されているため、温度データＴＤＡ１～ＴＤ
Ａ３と範囲外データＮＤとが適切に判定される必要がある。一般に車両の起動は外気温範
囲ＨＧにおいて実施され、識別情報ＩＤは外気温範囲ＨＧにおいて生成される。そのため
、外気温範囲ＨＧにおいて、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤとが適切
に判定されることが切望されている。
【００５２】
　本実施形態では、外気温範囲ＨＧに対応する電圧と高温範囲ＨＫに対応する電圧との大
小関係により、所定電圧範囲ＨＶ外の電圧、つまり範囲外データＮＤが示す電圧値を設定
する。例えば、所定電圧範囲ＨＶにおいて、外気温範囲ＨＧに対応する電圧が高温範囲Ｈ
Ｋに対応する電圧よりも高くなる場合、所定電圧範囲ＨＶ外の電圧を所定電圧範囲ＨＶよ
りも低圧側の電圧とする。これにより、外気温範囲ＨＧにおいて、温度データＴＤＡ１～
ＴＤＡ３と範囲外データＮＤとが示す電圧値の差を大きくすることができる。この結果、
温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤとを適切に判定することができ、識別
情報ＩＤによる電池モジュールＭ１～Ｍ３の識別精度を向上させることができる。
【００５３】
　（第２実施形態）
　以下、第２実施形態について、第１実施形態との相違点を中心に図５～７を参照しつつ
説明する。図５に示すように、本実施形態では、セルモジュール２０が、温度センサＴＨ
Ｂ１を備える点で第１実施形態と異なる。以下、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３を第１セ
ンサＴＨＡ１～ＴＨＡ３と呼び、温度センサＴＨＢ１を第２センサＴＨＢ１と呼ぶ。
【００５４】
　第１センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３と第２センサＴＨＢ１とでは、組電池２２の温度に応じ
て出力される電圧信号の電圧レベルが異なる。そのため、これらの電圧信号が入力処理さ
れた第１センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３の第１温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と、第２センサ
ＴＨＢ１の第２温度データＴＤＢ１とでは、組電池２２の温度が同じ場合でも、温度デー
タが示す電圧値が異なる。
【００５５】
　図６に、第１温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３及び第２温度データＴＤＢ１の温度特性を
示す。図６に示すように、第１温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と第２温度データＴＤＢ１
とは、組電池２２の温度に対する出力増減の特性、つまり温度データが示す電圧値の増減
特性が同じである。
【００５６】
　一方、第１温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３が示す電圧値は、第２温度データＴＤＢ１が
示す電圧値に対して高圧側にオフセットしている。そのため、第２温度データＴＤＢ１の
電圧範囲である第２電圧範囲ＨＶＢは、第１温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３の電圧範囲で
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ある第１電圧範囲ＨＶＡに対して、高圧側にオフセットしている。第１電圧範囲ＨＶＡは
、例えば０．５Ｖから４．０Ｖの電圧範囲であり、第２電圧範囲ＨＶＢは、例えば１．０
Ｖから４．５Ｖの電圧範囲であり、オフセットは、例えば０．５Ｖである。
【００５７】
　また、本実施形態では、コネクタ３４に空き端子が存在しない点で第１実施形態と異な
る。本実施形態では、コネクタ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４に対する第１センサＴＨＡ１～
ＴＨＡ３及び第２センサＴＨＢ１の接続パターンが、電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に異な
るように接続されており、これにより、第２センサＴＨＢ１が接続される端子が電池モジ
ュールＭ１～Ｍ３毎に異なるように設定されている。
【００５８】
　図７に、本実施形態のマップＭＰを示す。本実施形態では、図５に示すように、電池モ
ジュールＭ１では、第１センサＴＨＡ１がコネクタ３４の端子ＣＨ１に接続されており、
第１センサＴＨＡ２が端子ＣＨ２に接続されており、第１センサＴＨＡ３が端子ＣＨ３に
接続されており、第２センサＴＨＢ１が端子ＣＨ４に接続されている。そのため、図７に
示すように、マップＭＰでは、第１温度データＴＤＡ１、第１温度データＴＤＡ２、第１
温度データＴＤＡ３、及び第２温度データＴＤＢ１がこの順に連続する情報が、電池モジ
ュールＭ１に対応する識別情報ＩＤとして記憶されている。
【００５９】
　同様に、電池モジュールＭ２では、第１センサＴＨＡ１がコネクタ３４の端子ＣＨ１に
接続されており、第１センサＴＨＡ２が端子ＣＨ２に接続されており、第２センサＴＨＢ
１が端子ＣＨ３に接続されており、第１センサＴＨＡ３が端子ＣＨ４に接続されている。
そのため、マップＭＰでは、第１温度データＴＤＡ１、第１温度データＴＤＡ２、第２温
度データＴＤＢ１、及び第１温度データＴＤＡ３がこの順に連続する情報が、電池モジュ
ールＭ２に対応する識別情報ＩＤとして記憶されている。
【００６０】
　また、電池モジュールＭ３では、第１センサＴＨＡ１がコネクタ３４の端子ＣＨ１に接
続されており、第２センサＴＨＢ１が端子ＣＨ２に接続されており、第１センサＴＨＡ２
が端子ＣＨ３に接続されており、第１センサＴＨＡ３が端子ＣＨ４に接続されている。そ
のため、マップＭＰでは、第１温度データＴＤＡ１、第２温度データＴＤＢ１、第１温度
データＴＤＡ２、及び第１温度データＴＤＡ３がこの順に連続する情報が、電池モジュー
ルＭ３に対応する識別情報ＩＤとして記憶されている。
【００６１】
　そのため、例えば、制御部１０がある監視部３０からデータを取得した場合に、そのデ
ータに含まれる識別情報ＩＤが、第１温度データＴＤＡ１、第１温度データＴＤＡ２、第
１温度データＴＤＡ３、及び第２温度データＴＤＢ１がこの順に連続する情報であるとす
る。この場合、制御部１０は、そのデータが取得された電池モジュールを電池モジュール
Ｍ１と識別する。
【００６２】
　具体的には、制御部１０は、取得した識別情報ＩＤを、電圧値を示す４個の電圧値デー
タに分割し、４個の電圧値データのうち、最も大きい電圧値を示す電圧値データを選択す
る。制御部１０は、選択された電圧値データを第２温度データＴＤＢ１と判定し、その他
の電圧値データを第１温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と判定する。これにより、第１温度
データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と第２温度データＴＤＢ１とを判定することができ、これらの
温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３，ＴＤＢ１から構成される識別情報ＩＤを用いて、各電池
モジュールＭ１～Ｍ３を識別することができる。
【００６３】
　・以上説明した本実施形態によれば、第２センサＴＨＢ１が接続される端子が電池モジ
ュールＭ１～Ｍ３毎に異なるように、温度センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３，ＴＨＢ１とコネク
タ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４とが接続される。コネクタ３４の複数の端子ＣＨ１～ＣＨ４
のうち、第１センサＴＨＡ１～ＴＨＡ３に接続される端子と第２センサＴＨＢ１に接続さ
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れる端子とでは、電圧信号の電圧レベルが異なる。そのため、第２センサＴＨＢ１が接続
される端子を電気モジュール毎に異なるように電気配線３６が接続されることで、コネク
タ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４にそれぞれ入力される信号を、電池モジュールＭ１～Ｍ３毎
に異ならせることができ、この信号に基づいて識別情報ＩＤを生成することができる。
【００６４】
　・本実施形態では、第１温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と第２温度データＴＤＢ１とは
、組電池２２の温度に対する出力増減の特性が同じであり、組電池２２の温度によらず、
第１温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と第２温度データＴＤＢ１とが示す電圧値の差、つま
りオフセットが一定に維持される。この結果、組電池２２の温度によらず、一定精度で温
度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤとを判定することができ、識別情報ＩＤ
による電池モジュールＭ１～Ｍ３の識別精度を向上させることができる。
【００６５】
　（第３実施形態）
　以下、第３実施形態について、第１実施形態との相違点を中心に図８を参照しつつ説明
する。図８に示すように、本実施形態では、セルモジュール２０が、組電池２２の電力を
用いて監視部３０に電力を供給する電源部２６を備える点で第１実施形態と異なる。なお
、本実施形態において、電源部２６が「外部部材」に相当する。
【００６６】
　監視部３０には、電源コネクタ４０が設けられている。電源コネクタ４０は、電源部２
６に接続可能な３個の電源端子ＣＨ１１～ＣＨ１３を有している、電源コネクタ４０には
、電源部２６から延びる電源ライン４２が接続され、これにより監視部３０に電力が供給
される。
【００６７】
　電源ライン４２は、電源端子ＣＨ１１～ＣＨ１３のいずれか１個の電源端子に接続され
る。本実施形態では、電源ライン４２が接続される電源端子ＣＨ１１～ＣＨ１３が、電池
モジュールＭ１～Ｍ３毎に異なるように設定されている。そのため、電源ライン４２が接
続される電源端子ＣＨ１１～ＣＨ１３を識別情報ＩＤとして用いて、各電池モジュールＭ
１～Ｍ３を識別することができる。
【００６８】
　・以上説明した本実施形態によれば、各電池モジュールＭ１～Ｍ３は、監視部３０と、
監視部３０に電気的に接続される電源部２６と、を備えており、監視部３０は、電源部２
６から供給される電力に基づいて、電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に異なる識別情報ＩＤを
生成する。監視部３０は、電源部２６から供給される電力に基づいて識別情報ＩＤを生成
することができるため、内部に識別情報ＩＤが設定される必要がない。この結果、電池シ
ステム１００を構成する複数の電池モジュールＭ１～Ｍ３において、監視部３０を共通化
することができる。
【００６９】
　（その他の実施形態）
　なお、上記各実施形態は、以下のように変更して実施してもよい。
【００７０】
　・電池モジュールの個数は３個に限られず、２個でもよければ、４個以上であってもよ
い。
【００７１】
　・外部部材は、監視部３０に接続される抵抗であってもよい。この抵抗は、電池モジュ
ールＭ１～Ｍ３の内部において監視部３０に接続される内部抵抗であってもよければ、電
池モジュールＭ１～Ｍ３の外部において監視部３０に接続される内部抵抗であってもよい
。
【００７２】
　・第１実施形態及び第２実施形態では、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３の温度特性が、
温度の上昇に対応して電圧が下降する逆特性である例を示したが、これに限られない。温
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【００７３】
　・第１実施形態において、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３の温度特性が正特性である場
合、所定電圧範囲ＨＶにおいて、外気温範囲ＨＧに対応する電圧が高温範囲ＨＫに対応す
る電圧よりも低くなる。この場合、この正特性の温度特性に対応して、空き端子にて生じ
る所定電圧範囲ＨＶ外の電圧を、所定電圧範囲ＨＶよりも高圧側の電圧とし、所定電圧範
囲ＨＶよりも高い電圧値を示す範囲外データＮＤを生成する。してもよい。所定電圧範囲
ＨＶよりも高い電圧値は、例えば５．０Ｖである。これにより、外気温範囲ＨＧにおいて
、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３と範囲外データＮＤとの電圧値差を比較的大きくするこ
とができる。
【００７４】
　・第１実施形態において、温度センサの数は３個に限られず、コネクタ３４の端子数も
４個に限られない。そのため、コネクタ３４の空き端子数は１個に限られず、２個以上で
あってもよい。
【００７５】
　・第２実施形態において、コネクタ３４に空き端子が存在しない例を示したが、例えば
第１センサを１個減らすことにより、コネクタ３４に空き端子を設けてもよい。この場合
、コネクタ３４の端子ＣＨ１～ＣＨ４に対する第１センサＴＨＡ１～ＴＨＡ２及び第２セ
ンサＴＨＢ１の接続パターンが、電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に異なるように接続されて
もよい。これにより、空き端子と第２センサＴＨＢ１が接続される端子との組み合わせが
電池モジュールＭ１～Ｍ３毎に異なるように、各電池モジュールＭ１～Ｍ３の接続パター
ンが設定される。空き端子と第２センサＴＨＢ１が接続される端子とを組み合わせて用い
ることで、コネクタ３４の端子数を増やすことなく、多くの電池モジュールを識別するこ
とができる。
【００７６】
　・上記実施形態では、識別処理及び識別情報生成処理が、車両の起動時に実施される例
を示したが、これに限られない。車両組付け時に実施されてもよければ、所定の測定周期
毎に実施されてもよい。
【００７７】
　・上記実施形態では、組電池の温度変化に対して、温度データＴＤＡ１～ＴＤＡ３が示
す電圧が線形変形する例を示したが、これに限られない。当該電圧が非線形変形、例えば
温度変化に対して指数関数的に変化してもよい。
【００７８】
　・上記実施形態では、制御部１０と監視部３０とが通信線により接続されておらず、無
線通信により制御部１０が監視部３０から識別情報ＩＤ等を取得する例を示したが、これ
に限られない。制御部１０と監視部３０とが通信線により接続されており、有線通信によ
り制御部１０が監視部３０から識別情報ＩＤ等を取得してもよい。例えば、制御部１０と
複数の監視部３０とが、通信線により環状に接続されている場合、監視部３０の接続の順
序に基づいて識別情報ＩＤを生成することができるが、それに代えて外部部材から入力さ
れる電気信号に基づいて識別情報ＩＤを生成してもよい。
【符号の説明】
【００７９】
　２２…組電池、２４…電池セル、２６…電源部、３０…監視部、１００…電池システム
、ＩＤ…識別情報、Ｍ１～Ｍ３…電池モジュール、ＴＨＡ１～ＴＨＡ３…（第１）温度セ
ンサ、ＴＨＢ１…第２温度センサ。
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